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1 施設概要 

（１）病院概要 

① 名称 中津市民病院  

② 所在地 大分県中津市大字下池永 173 番地 

③ 病床数 ２５０床 

④ 職員数 ５５５人（臨時職員、嘱託職員を含む）（令和８年４月１日 現在） 

⑤ 面会時間 

・平日、土・日・祝日 １３時から１７時まで（１日１回 ２名まで） 

⑥ 令和７年度平均患者数 

・入院患者数 ２３２．８人／日（令和７年度実績） 

・外来患者数 ３０５．５人／日（令和７年度実績） 

（２）売店概要  

① 場所及び面積 

 ・場所 病院本館１F（資料-2 位置図・平面図参照） 

・売店面積 41.47 ㎡  自動販売機室面積 25.09 ㎡ 

 ※ただし、売店・自販機室・倉庫のレイアウトは変更可能 

② 現運営事業者自動販売機（令和 8 年 4 月 1 日現在）  

場所 サイズ 

売店横自動販売機室 幅 1,190mm×奥行 732mm 

売店横自動販売機室 幅 1,170mm×奥行 785mm 

売店横自動販売機室 幅 1,190mm×奥行 722mm 

職員食堂前 幅 1,400mm×奥行 800mm 

本棟１Ｆ階段下 幅 1,184mm×奥行 728mm 

３階東デイルーム食品 幅 885mm×奥行 789mm 

５階デイルーム 幅 1,185mm×奥行 741mm 

ラウンジ内 幅 1,186mm×奥行 650mm 

 

現運営事業者ＡＴＭ（令和 8 年 4 月 1 日現在） 

場所 サイズ 

放射線科前 幅 1,000mm×奥行 900mm 

 

③ 令和７年４月～令和８年３月 売上（実績） 

    売店 ￥31,183,340（税抜）、自販機 ￥8,986,433（税抜） 
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2 契約期間 

（１）使用許可の期間は、令和８年１０月１日から令和１３年９月３０日までとする。 

（２）本許可期間には、新店舗の設営工事および閉店撤去期間を含むものとする。 

（３）設営および撤去工事期間中は、病院が指定する場所において仮店舗を設置し、サ

ービスを継続すること。 

（４）受託者が本仕様書に基づく業務を良好に遂行し、かつ引き続き運営を希望する場

合、病院と受託者の協議により、一度に限り、同一の条件で契約を更新すること

ができる。 

（５）契約の更新を希望する場合、受託者は現行の契約期間が満了する日の 1年前まで

に、書面をもって申し出るものとする。 

（６）受託者から更新の申し出があった場合、それまでの運営実績、法令遵守状況、利

用者満足度等を総合的に評価し、更新の可否を決定する。 

（７）次のいずれかに該当する場合は、契約期間中であっても使用許可を取消し、また

は変更することがある。 

  ① 公用または公共用に供するため、使用許可物件を必要とするとき。 

  ② 受託者が使用条件に違反する行為があったと認められるとき。 

  ③ 公募資格の虚偽、その他不正な手段により使用許可を受けたとき。 

  ④ 著しく運営品質が低下し、病院の指導に従わないとき。 

 

3 営業日及び営業時間 

（１）営業日は原則年中無休とすること。但し、年末年始は別途協議する。 

（２）営業時間は原則午前７時から午後７時までとする。 

 

4 営業内容等 

 （１）商品構成等 

  ① 食品関係  

清涼飲料水、菓子類、弁当、おにぎり、パン、インスタント食品等 

  ② 新聞、雑誌等 

新聞、雑誌、週刊誌、一般書籍、健康関連書籍、コミック誌 

（青少年の健全な育成を阻害する図書等の販売は慎むこと） 

  ③ 生活雑貨品関係  

身の回り品、文房具、医療用消耗品、介護用品、衛生用品、病院が指定する入 

院等関連商品、衣料品等 

④ 現在病院が指定している商品は別紙「指定商品リスト」のとおりとする。 

⑤ 販売禁止商品  

酒類、たばこ、公序良俗に反するもの 
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（２）自動販売機 

   受託者は、院内の利便性向上のため、以下の条件に基づき自動販売機を設置・運

営すること。 

  ① 設置場所 

   ・売店横、職員食堂前、３階東デイルーム、４階デイルーム、５階デイルーム。 

   ・上記以外は、現在の設置場所を基本とするが、具体的な設置場所、設置困難な

事情等がある場合は病院と協議の上、決定するものとする。 

  ② 設置条件 

   ・３階東デイルームは「食品自販機」を設置すること。 

   ・職員食堂前、ラウンジ内設置の自販機については、病院職員の福利厚生のため 

設置自販機より価格をなるべく安価にすること。 

  ③ 管理運営 

   ・転倒防止、商品の補充、ゴミ箱の設置、周辺の清掃を適切に行うこと。 

   ・故障時の連絡先を明示し、迅速に対応すること。 

 

（３）ＡＴＭ 

   ・資料２病院平面図に示す院内１ヶ所にＡＴＭを設置し管理すること。 

   ・設置を基本とするが、設置困難な事情等がある場合は病院と協議の上、決定す

るものとする。 

・転倒防止やゴミ箱（不要レシート入れ）の設置、設置箇所周辺の清掃等必要な

処置を行うこと。 

・稼働時間は全日稼働とし、営業時間は各銀行のカード取扱時間とすること。 

 

（４）その他 

① 使用条件等を遵守し行政財産の施設使用料及び販売手数料を確実に納付する

こと。 

② 病院売店に必要な機器、什器備品等を用意すること。 

③ 病院利用者へのサービス向上及び病院職員の福利厚生の充実を図るため、運 

営・取扱品目・商品割引等について病院と必要に応じて協議すること。 

④ 営業に必要な各種法令に基づく許認可などは運営事業者が取得すること。 

⑤ 公共料金等支払いシステムを備えること。 

⑥ 中津市が指定する寄付金付自販機の設置することについて協力すること。 

⑦ 使用許可を受けた部分について、他の者へ譲渡及び転貸しないこと。但し、 

第三者に営業を委託しようとする場合において、あらかじめ市の書面による承 

諾を得たときはこの限りではない。 
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⑧ 従業員の駐車場は病院から指定された場所を使用すること。 

⑨ 看板及び自販機等の色彩及び配置などは病院と協議し、病院内他施設との一 

体性を保つこと。 

⑩ 商品等の搬入時間及び経路は病院の指示に従うこと。 

⑪ 従業員の接遇教育を実施し、常に良好なサービスの提供を行うこと。 

⑫ 売店等に係る苦情等については、運営事業者が責任をもって適切に対応する 

こと。 

⑬ 営業条件等について改善すべき事由が生じた場合は病院と協議し、速やかに必

要な措置を講ずること。 

 

５ 維持管理責任 

（１）店舗内設備（病院が用意する部分を含む）の維持管理、修繕、交換及びメンテナ 

ンス等の費用は、原則として運営事業者の負担とすること。 

（２）調理設備（フライヤー等）を設置する場合は、有人営業時間帯のみの稼働とし、

無人時は電源を遮断すること。排気設備等の匂い対策を講じること。 

（３）自動販売機及びＡＴＭの維持管理、商品補充、金銭管理等は運営事業者が行うこ

と。 

（４）店舗内及び自動販売機及びＡＴＭとその周辺の清掃及び消毒は運営事業者が行う

こと。 

（５）廃棄物の処理（保管・搬出・処分等）は運営事業者が行うこと。また、自動販売 

機周辺に空き缶・空きボトル等の回収ボックスを設置し、責任をもって回収・処 

分すること。 

（６）関係法令等を遵守し、衛生管理を徹底すること。 

 

6 使用条件等 

（１）施設使用形態 

   運営事業者は、売店及び自動販売機設置場所として使用する部分について、地方 

自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 238 条の 4 第 7 項及び中津市有財産規則（昭和 

40 年中津市規則第 12 号）30 条の 2 の規定に基づき、行政財産の目的外使用許可 

（以下「使用許可」という。）を受けて使用する。 

（２）施設使用料 

売店及び自動販売機設置場所として使用する部分について、行政財産の目的外使 

用料として、中津市行政財産使用料条例に基づく金額を徴収する。 

（３）販売手数料 

   売店及び自動販売機の収益見合に対し販売手数料を徴収する。販売手数料につい 

ては、原則として公募参加者の申し出とし、販売手数料提案書（募集要項様式第 



5 

 

5 号）を提出すること。なお、新聞・書籍、切手・はがき、テレホンカード、宅 

配便、雑誌、コピー、FAX は手数料から除外する。 

（４）実績報告 

   運営事業者は、毎月別に指定する日までに月の売上実績を病院に書面をもって報 

告すること。 

（５）その他必要経費等 

  ① 建築内装工事及び設備機器工事等 

   病院が用意する設備機器等以外の設備等設置費及び店舗内の給排水設備等工 

事費は、運営事業者の負担とする。また、運営事業者の都合による内装等の変

更については、病院と協議のうえ行うことができるが、工事費用は運営事業者

の負担とする。 

  ② 電話設置費用 

   売店には病院側で内線電話を設置する。また、外線電話（ＦＡＸ、通信回線を

含む）を設置することが出来るが、外線電話の工事費用、通信機器は運営事

業者の負担とする。 

  ③ 光熱水費 

    売店及び自動販売機に係る光熱水費は、設置する子メーターの検針値に基づ

き算出された額を、毎月支払うものとする。 

  ④ 振込手数料 

    使用料等の振込手数料は運営事業者の負担とする。 

 

7 損害賠償等 

（１）事業者は、その責に帰すべき理由により使用物件及び病院 施設の全部又は一 

部を滅失又は毀損したときは、当該滅失又は毀損による損害額に相当する金額 

を損害賠償として支払うこと。ただし、事業者の負担により原状に回復した場合 

は、この限りではない。 

（２）前記（１）に定める場合のほか事業者は、募集要項に定める義務を履行しないた 

め病院事業に損害を与えたときは、その損害額に相当する金額を損害賠償額とし 

て支払うこと。 

（３）第三者に生じた事故が病院事業管理者の責に帰さない事由による場合は、事業 

者がこれを補償すること。 

（４）地震等の災害により、店舗用区画の全部又は一部が滅失又は毀損したときは、 

店舗整備範囲 に応じ、 病院事業管理者又は事業者が速やかな復旧に努めること 

とし、復旧に係る経費は、その範囲に従い 復旧に あたった者の負担とする 。 

（５）利用者とのトラブル等は迅速かつ誠実に対応することとし、必要に応じて、そ 

の内容を病院事業管理者に報告すること。なお、病院事業管理者は、病院事業管 
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理者の責に帰すことが明らかな場合を除き、盗難事故や破損事故等に関しては一 

切の責任を負わないこととする。 

（６）当院内の飲料用自動販売機の増設など事業者の運営への影響が予想される行為 

を行う場合があるが、売上げの減少などがあったとしても、一切、補償しないこ 

ととする。なお、増設後の自販機手数料については、今プロポーザルの提案手数 

料率を基本とする。 

 

8 その他条件 

（１）契約条件等に違反があった場合は、契約期間にかかわらず、当院が指定する日を 

もって契約を解除するものとする。また、当院が営業について指導したにもかか

わらず、一向に改善されない場合は契約を解除する場合がある。 

（２）売店運営者の事情により契約を解除する時は、原則として新たな受託者が決定す 

るまでの間業務を継続しなければならない。 

（３）電気機器の設置及び更新は、事前に当院の電気設備担当者に届出し、許可を得な 

ければならない。ショーケース等はできる限り低発熱型の省エネ機器とすること。 

（４）売店運営者は、営業に必要な各種法令に基づく許認可をあらかじめ取得すること。 

（５）食中毒、障害等の事故が起こらないよう万全の注意をもって営業すること。万一 

事故が起きた場合は、受託者の責任において対応し、当院に報告し、必要な補償 

等を行うこと。 

（６）責任者を任命し配置すること。 

（７）緊急時連絡先及び苦情処理体制を明確にした書類を当院に提出すること。 

（８）従業員は、院内では制服を着用し、名札を着用すること。また、定期的な健康診 

断の受診、インフルエンザ等予防接種など、当院の指示に従わなければならない。 

（９）売店運営者及び従業員は、業務上知り得た利用者の個人情報を第三者に漏洩して 

はならない。このことは契約終了後も遵守しなければならない。 

（１０）施設は善良な意思をもって管理し、常時整然かつ清潔に保たなければならない。 

また、無断で改修、模様替え等を行ってはならない。 

（１１）病院の実施する防災訓練、法令年次点検、施設修繕等に協力をすること。 

（１２）自然災害や電気事故、非常時に当院の判断により実施する電力遮断の他、病院 

の実施する訓練、点検、修繕等の実施により停電や断水、インターネット回線 

の停止等が発生する場合には、受託者側で電気の供給等必要な対応を行うこと 

とし、それにより生じた直接的、間接的損害について、病院側は一切補償しな 

いものとする。 

（１３）売店運営者は、毎年度末に、収支、利用者数等の経営状況を病院に報告しなけ 

ればならない。 

（１４）売店運営者は病院と大規模災害時における物資の提供等、災害時における協定 
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を締結すること。 

（１５）売店運営者は、当院ですでに導入されている入院セットについて、入院セット

運営業者と協力し、受付を行うこと。 

（１６）本仕様書に定めるもののほか、運営に際し必要な事項が生じた場合は、病院と 

協議し、その指示に従うこと。 

 

資料 

資料 1 売店及び自販機室施設概要 

資料 2 売店・自販機コーナー・ＡＴＭ位置図・平面図 

資料 3 指定商品リスト 



資料 1 

 

売 店 施 設 概 要 

 

部位等 材 質 等 

内

部

仕

上

げ 

天井 石膏ボード 下地張り 

壁 同 上 

巾木 な し 

床 コンクリート押え（長尺シート下地） 

開口部(出入口) 開 放 

電気容量 
コンセント(100V×13) 13Kw 

動力(200V)・・・必要であれば供給します 

 

 

自 販 機 室 施 設 概 要 

 

部位等 材 質 等 

内

部

仕

上

げ 

天井 岩綿吸音板 

壁 
石膏ボード 一部 H＝2025 以下化粧シート(下地ケイ酸カ

ルシウム板目透し張り) 

巾木 木目ワイド巾木 300mm 

床 ホモジニアス系ビニル床タイル(模様張り) 

開口部(出入口) 開 放 

電気容量 コンセント(100V×8) 8 Kw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



本棟１階

🍼

🍼

１Ｆ階段下自販

自動販売機室自ＡＴＭ



リハビリ棟２階

本棟２階

ラウンジ内自販機

食堂前自販



本館３階

３階東デイルーム食
品自販機



本館４階

４階デイルーム自販機



本館５階

５階デイルーム自販機



資料３ 

指定商品リスト 

診療科 商品名 

乳腺外科 ベラライトアームスリーブ 

 ベラライトグローブ 

心臓血管外科 mediven メデイコンフォートプラチナ 

 トップバンド付ストッキングショート丈つま先あり 

緩和ケア ラバラバ 2 ハイソックス 

 tg ソフトチューブラーパッテイング包帯 

泌尿器科 コンビーンセキュアレッグバッグ 

 コンピーンレッグバッグベルト 

 ウロガードプラス 

 DIB キャップ 

小児科 ネラトンカテーテル (サフィード) 

大腸検査 大腸検査食エニマクリン 

スキンケア・処置 アダプト剥離剤スプレー 

 セキューラ 

 シルテイ 

 泡洗浄料ソフテイ 

 ブラバ被膜剤スプレー 

サポーター・包帯 バストバンド・エース 

 かんたん腹帯 

 伸縮胸帯 

 ピフレックス 16+ (ライト) 

吸入器・呼吸器関連 プラスチックネブライザー 

 エアロチャンバープラス 

その他（ケア・補助） 発育促進補助器具 

 LADY CARE 1 6 / レデイケア 16 

 嚥下困難者用) ネオハイトロミールスリム 

 弾性ストッキング) ファインサポート 

 シンプロテック 

 入院サポートシューズ 


